
様式第２号 

政 策 会 議 報 告 書 

 

令和２年６月２３日 

 

報告者 市民部長 

件 名 令和元年度の情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況について 

要 旨 

 

令和元年度における情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況が 

まとまりましたので報告します。 

 広報ところざわ８月号及び市ホームページに、両制度の実施状況を 

掲載して市民に公表する予定です。 

 なお、情報公開制度及び個人情報保護制度において、所沢市情報公開・

個人情報保護審査会に現在諮問手続き中となっている案件や審査中の 

案件はありません。 

 

【前年度との比較】 

１ 情報公開制度 請求及び申出の受付処理件数（概要）  単位：件 

年度 
受付件数 決定等の状況 

件数 文書 公開 部分公開 非公開 取下 

平成３０年度 １２４ ６１０ １７７ ４０９ ２３ １ 

令和元年度 １８１ ７７１ ２５１ ４９２ ２６ ２ 

 

２ 個人情報保護制度 請求及び申出の受付処理件数（概要）単位：件 

年度 
受付件数 決定等の状況 

件数 文書 開示 部分開示 非開示 取下 

平成３０年度 ５７ １７８ １２４ ４０  １３  １ 

令和元年度 ９５ ９６２ ５８６ ２１１ １５４ １１ 

 

３ 会議の公開制度 会議実施件数及び傍聴人数（概要）  単位：人 

年度 実施件数 傍聴人数 

平成３０年度 ５９４ ８０ 

令和元年度 ５３２ ４８ 
 

所管名 市民部 市民相談課 電話番号 04-2998-9206 

※ 会議の７日前までに関係資料を添え、３２部提出してください。 

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。 



様式第２号 

政 策 会 議 報 告 書 

 

令和２年６月２３日 

 

報告者 健康推進部長 

件 名 国民健康保険税の減免について 

要 旨 

 

 新型コロナウィルス感染症の影響により生活に困っている人への支援

として、国が感染症の影響により一定程度収入が下がった方等に対し国

民健康保険税を減免した市町村への財政支援を行なうとされたことを受

け、本市においても下記のとおり減免を実施するものです。 

  

記 

１ 対象となる世帯 

 （１）新型コロナウィルス感染症によって、主たる生計維持者が死亡

し又は重篤な傷病を負った世帯 

 （２）新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の

事業収入等の減少が見込まれる世帯 

 

２ 対象となる国民健康保険税 

   令和元年度分及び令和２年度分の国民健康保険税で、令和２年２

月１日から令和３年３月３１日までの間に普通徴収の納期限（特別

徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。）が設定され

ているもの 

 

３ 減免要件 ※上記（２）のみ 

  ○世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が令和 

  元年の当該事業収入等の額の１０分の３以上であること 

 ○世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が１，０００       

万円以下であること 

  ○減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等 

   に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が４００万円以下であ

ること  

 

※本件については、市ホームページで周知しており、７月発送の納税

通知書に案内チラシを同封するほか、広報ところざわ７月号にも掲

載する予定です。 

所管名 健康推進部 国民健康保険課 電話番号 04-2998-9131 

※ 会議の７日前までに関係資料を添え、３２部提出してください。 

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。 

 



様式第２号 

政 策 会 議 報 告 書 

 

令和２年６月２３日 

 

報告者 街づくり計画部長 

件 名 
旧暫定逆線引き地区における用途地域の廃止及び建築形態規制の指定等

に係る手続きの実施について 

要 旨 

 

 旧暫定逆線引き地区（北中地区・上山口地区・牛沼地区）の用途地域

の廃止及び建築形態規制の指定等に係る手続きを実施いたします。 

 旧暫定逆線引き地区は、市街化区域から市街化調整区域になった地区

であり、当初から市街化調整区域であった地区とは異なる土地利用がな

されてきたことから、こうした経緯を踏まえ、今後も良好な住環境を維

持・継承していくことを基本とします。 

このことから、建築形態規制における建蔽率・容積率の指定について

は、下記のとおり、原則として、用途地域の廃止前と同様とし、現行の

建築形態規制区分（Ａ～Ｄ地区）に加え、新たに建蔽率５０％・容積率

８０％の地区（Ｅ地区）を設定します。 

 

現行の用途地域 

（建蔽率／容積率） 

 建築形態規制 

（建蔽率／容積率） 

 

第一種低層住居専用地域 60/100  Ａ地区 60/100  

第一種住居地域 

準工業地域 
60/200 

 
Ｂ地区 60/200 

 

第一種中高層住居専用地域 60/200  Ｂ地区 60/200  

第一種低層住居専用地域 50/80  Ｅ地区 50/80 新設 

 

 なお、今後のスケジュール（予定）は以下のとおりです。 

・原案説明会（令和２年７月） 

・原案の縦覧・パブリックコメント（令和２年７月～８月） 

・案の縦覧（令和２年１１月） 

・都市計画審議会（令和３年１月） 

・用途地域の廃止、建築物の形態規制の指定等（令和３年４月１日） 

所管名 

街づくり計画部 都市計画課 

        市街地整備課 

        開発指導課 

        建築指導課 

電話番号 

04-2998-9192 

04-2998-9208 

04-2998-9379 

04-2998-9180 

※ 会議の７日前までに関係資料を添え、３２部提出してください。 

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。 



様式第２号 

政 策 会 議 報 告 書 

 

令和２年６月２３日 

 

報告者 上下水道局長 

件 名 
熱中症予防対策「健康のため水を飲もう」推進運動に係る水道事業の 

対応について 

要 旨 

 

いのちの水をお届けする上下水道局では、水分の摂取不足による健康

障害が発生しやすい季節を迎え、水分補給を呼び掛ける啓発ポスター及

びリーフレットを作成しました。ついては、下記のとおり各公共機関や

市内医療機関等に配布しますので、本ポスターの掲示により、市民の皆

様に早めの対策を呼び掛けていただくようお願いします。 

 本事業は、「健康のため水を飲もう」推進委員会が主催し、厚生労働省

が後援するもので、当市水道事業としましても、水道水をこまめに飲む

ことの効果を周知し、熱中症予防の普及啓発・注意喚起を行うものです。 

 

記 
 

１．配 付 物 ポスター１枚（所沢市上下水道局名入） 

リーフレット２枚 

 

２．配 付 先 市役所、こどもと福祉の未来館、保健センター、 

市内体育施設、まちづくりセンター、小中学校、 

市内高等学校、保育園、児童館、国県等主要機関、 

市内医療機関、障害者福祉施設、上下水道局 等 

計２７１施設 

 

３．提示期間  令和２年１０月３０日まで 

所管名 上下水道局 経営課 電話番号 04-2921-1087 

※ 会議の７日前までに関係資料を添え、３２部提出してください。 

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。 



様式第２号 

政 策 会 議 報 告 書 

 

令和２年６月２３日 

 

報告者 上下水道局長 

件 名 「ところざわの水」紙パックの製造について 

要 旨 

 

 上下水道局では、市制施行７０周年記念事業として市内東部浄水場の

地下３００ｍから汲み上げた地下水のみを充填した地下水１００％の

「ところざわの水」を紙製容器で製造しました。プラスチックごみ削減

に向けた取組の一環として行ったもので、紙パック水の製造は全国の地

方公営企業としては初めての取組です。 

６月下旬から市内の取扱店舗にて販売が開始されます。 

 

記 

 

１ 商 品 名  ところざわの水 

２ 容 量  １，０００ml 

３ 製造本数  １８，０００本 

４ 製 造 日  令和２年６月８日 

５ 賞味期限   製造日から１年間 

６ 卸売価格   ７０円（税込）※市制施行７０周年記念特別価格 

７ 販売希望価格  １００円（税込） 

 

所管名 上下水道局 経営課 電話番号 04-2921-1087 

※ 会議の７日前までに関係資料を添え、３２部提出してください。 

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。 

 



様式第２号 

政 策 会 議 報 告 書 

 

令和２年６月２３日 

 

報告者 教育総務部長 

件 名 郷土資料等収蔵施設整備に係る庁内検討調整会議について 

要 旨 

 

本市の郷土資料の保存環境は、民俗資料館をはじめとする施設の老

朽化、収蔵スペース狭隘化、さらには、資料の市外への散逸等、さま

ざまな課題があります。 

こうした課題の解消に向けて、「第６次所沢市総合計画前期基本計

画」、「第２次所沢市教育振興基本計画」では、郷土資料を後世に伝え

るため、既存施設を見直し、施設整備に向けて検討することとしてい

ます。 

このため、検討にあたって様々な意見を聴取できるよう、本年１月

に、関係各部の次長・課長級で組織する庁内検討調整会議ならびに、

その実行組織として、若手職員の意見を反映するためのワーキンググ

ループを設置し、第１回会議を開催しました。 

今年度も引き続き、基礎調査とワーキンググループを中心とする庁

内検討を進めることとします。 

 

 関係部署におかれましては、引き続きご協力をお願いします。 

 

１．関係部署等 

教育総務部教育総務課担当次長、経営企画部経営企画課、総務部文

書行政課、財務部財政課、市民部まちづくりセンター、環境クリー

ン部みどり自然課、産業経済部商業観光課、教育総務部社会教育課、

教育総務部生涯学習推進センター、学校教育部学校教育課、教育総

務部教育総務課主幹 

 

 

 

 

所管名 教育総務部 文化財保護課 電話番号 04-2998-9253 

※ 会議の７日前までに関係資料を添え、３２部提出してください。 

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。 

 


